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         ※下線を付している部分は関係するページにリンクしています。 

平成２４年度４月期 工事契約制度の見直しについて（主な内容） 

 

Ⅰ 総合評価関係【平成２４年４月１日以降公表分から適用】 

１ 総合評価落札方式加算点算定基準 

(１) 簡易型Ｂタイプの見直し 

ア 配置予定技術者の評価項目の新設（配点１０点） 

入札参加者の任意で次のいずれかを選択し，これを評価項目とします。 

(ア) 過去５年度間および今年度完成の同業種工事の主任(監理)技術者としての施

工実績 

(イ) 過去５年間における継続教育(ＣＰＤ)の取組状況 

イ 過去２年度間における高松市発注同業種工事の工事成績評定点の平均点の見直し 

(ア) 配点：４０点 ⇒ ３０点 

(イ) 工事成績評定点がない場合：０点 ⇒ ４点 

ウ 災害時の活動体制の見直し 

災害協定の締結期間等による配点区分や高松市消防団協力事業所の表示証の交付

を受けている場合の評価基準の新設等をしました。見直し後の評価基準および配

点の概要は次のとおりです。 

評 価 基 準 配点 

右記の

両方に

該当 

(Ａ) 加入している団体等が高松市または高松市上下

水道局（上下水道事業管理者）と災害協定を締結し

ている 

(Ｄ) 災害時に応急活動できる体制あり 

(Ａ)の締結期間

が５年超 
10 

(Ａ)の締結期間

が５年以下 
8 

右記の

両方に

該当 

(Ｂ) 会社として高松市消防団協力事業所の認定基

準に基づき，表示証の交付を受けている 

(Ｄ) (Ｂ)のほか，災害時に応急活動できる体制あり 

(Ｂ)の認定期間

が５年超 
10 

(Ｂ)の認定期間

が５年以下 
8 

右記の

両方に

該当 

(Ｃ) 加入している団体等が高松市との災害協定の締結者たる団体

等と連携して当該災害協定の定めにより応急措置等に従事するこ

ととしている 

(Ｄ) 災害時に応急活動できる体制あり 

8 

上記(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)(Ｄ)のいずれかに該当 4 

上記以外 0 

 

 

(２) 簡易型Ａタイプの見直し 

ア (１)イ(イ)と同様の見直し 

イ (１)ウと同様の見直し 

 

 

・イに伴い，当該平均点の区分ごとの配点表（工事成績評定点が１件のみの場合の換算

表を含む。）を見直しています。 

・アに伴い，当該平均点の区分ごとの配点表（工事成績評定点が１件のみの場合の換算

表を含む。）を見直しています。 

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/doboku/kanri/sougouhyoukahoushiki.htm
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(３) 簡易型Ｃタイプの見直し 

ア 過去２年度間における高松市発注同業種工事の工事成績評定点の平均点の見直し 

(ア) 配点：３０点 ⇒ ２５点 

(イ) 工事成績評定点がない場合：０点 ⇒ １５点 

イ 「直近の高松市発注工事の工事成績評定点」の評価項目の新設（過去６か月以内

の完成工事で６５点未満がある場合の減点） 

簡易型（Ａタイプ）と簡易型（Ｂタイプ）において採用しているこの項目を，簡

易型（Ｃタイプ）においても採用 

ウ 本社・本店・支店・営業所の有無における指定距離(Ａ)の見直し 

指定距離(Ｂ)の３分の２ ⇒ 指定距離(Ｂ)の３分の２（上限５キロメートル） 

エ 加算点の引下げ 

１０点 ⇒ ５点 

 

 

２ 総合評価落札方式試行要領 

(１) 総合評価落札方式の試行は，評価において競争性が確保されることに留意して行

うことを改めて規定するもの（第３条） 

(２) 簡易型（Ａタイプ）の適用に係る基準について定めるもの（附則第４項） 

 

Ⅱ 工事成績評定等関係 

１ 工事成績評定関係【平成２４年４月１日以降検査分から適用】 

(１) 検査員評価の一部（出来形および品質に係るもの）について，評定段階数を５段

階から７段階に改めるもの 

(２) 関係規程の一部改正 

ア 高松市工事成績評定要領 

２ 検査関係【平成２４年４月１日以降検査分から適用】 

(１) 修補の度合いが軽微な１号修補，ある程度の瑕疵が認められる２号修補，極めて

重大な瑕疵が伴う３号修補に区分し，それぞれ検査員が修補内容・修補期限等必要

な事項について修補指示をするもの 

(２) 修補の度合いや修補期限の遵守状況に応じて，工事成績を減点するもの 

(３) 関係規程 

ア 高松市建設工事検査要領 

イ 高松市建設工事検査要領細則 

ウ 高松市建設工事中間検査等実施基準 

３ 監督関係【平成２４年４月１日以降契約分から適用】 

(１) 工事の監理業務を委託した場合には，市が置く監督員と受託者が置く工事監理者

について必要な規定を置くとともに，契約約款，仕様書等についても見直すもの 

・アに伴い，当該平均点の区分ごとの配点表（工事成績評定点が１件のみの場合の換算

方法を含む。）を見直しています。 

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/doboku/kanri/sougouhyoukahoushiki.htm
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/19064.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/19062.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/19061.html
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(２) 関係規程等 

ア 高松市建設工事監督要領の一部改正 

イ 高松市建設工事監督要領運用基準の一部改正 

ウ 高松市工事監理業務委託共通仕様書 

エ 高松市工事監理業務委託特記仕様書 

オ 高松市工事監理業務委託契約約款の一部改正 

 

Ⅲ 約款関係【平成２４年４月１日以降公表分から適用】 

１ 契約約款の一部改正 

 主な見直し内容 

内 容 

対象契約約款 

工事 
土木 
設計 

建築 
設計 

工事 
監理 

○呼称の見直し:甲⇒発注者，乙⇒受注者 ○ ○ ○ ○ 

○通信手段が発達した現在においては，工事期間全般にわた
り現場代理人が工事現場に常駐しなくとも，円滑な工事の
遂行が可能な場合もあることから，一定要件の下に，当該
常駐を要しないことができることとするもの 

第10条 

第3項 
   

○工期(履行期間)延長に伴う増加費用の負担について，発注
者に帰責事由がある場合には発注者が費用を負担する旨明
確化するもの 

第21条 

第3項 

第21条 

第3項 

第23条 

第3項 

第19条 

第3項 

○公共工事等からの暴力団等の排除のため，発注者が契約を
解除できる場合として，受注者の代表一般役員等が暴力団
関係者である場合等を新設するもの 

第44条 

第1項 

第6号 

第42条 

第1項 

第6号 

第41条 

第1項 

第6号 

第34条 

第1項 

第6号 

契約の呼称の見直し:請負契約⇒委託契約  第1条   

建築設計業務の実施に当たって拠るべき書類の総称:設計図
書⇒設計仕様書 

  第1条  

受注者が設計共同体を結成している場合の取扱いについての
規定の新設 

 

第1条 

第8項， 

第48条 

第3項 

第1条 

第7項， 

第47条 

第3項 

第1条 

第7項， 

第40条 

第3項 

業務工程表 (計画書)の提出義務についての規定の新設   第3条 第3条 

契約保証についての規定の新設  第4条 第4条 第4条 

監督職員の呼称の見直し:監督員⇒調査職員  第9条   

監督職員としての調査職員についての規定の新設   

第13条, 

第15条 

第3項・ 

第4項 

第8条, 

第11条 

第3項・ 

第4項 

連帯保証人制度の廃止  
旧第41

条   

 

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/18989.html
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次の規定の新設 
(１) ◎工事監理者 
(２) 工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責
任 

(３) 業務の中止 
(４) 前払金等の不払に対する業務中止 
(５) 債務不履行に対する受注者の責任 
(６) 保険を付した場合の発注者への提示 
(７) 賠償金等の支払を遅延した場合の利息 

   

 

第10条 

第14条 

 

第17条 

第31条 

第32条 

第41条 

第42条 

備考 

１ 対象契約約款の略称 

(１) 工事：高松市工事請負契約約款 

(２) 土木設計：高松市土木設計業務等委託契約約款 

(３) 建築設計：高松市建築設計業務等委託契約約款 

(４) 工事監理：高松市工事監理業務委託契約約款 

２ ○：中央建設業審議会勧告に係るもの 

◎：高松市建設工事監督要領の一部改正(Ⅱ３)に伴うもの 

２ 高松市工事請負契約約款の特則(一般)および高松市工事請負契約約款の特則(債務負

担(部分払有り)用)の一部改正 

高松市工事請負契約約款の一部改正に伴う所要の字句整備 

 

Ⅳ 他の規程関係【平成２４年４月１日施行】 

１ 高松市入札後審査型制限付き一般競争入札実施要領の一部改正 

(１) 平成２３年度までに上下水道局が発注した下水道事業に係る工事については，市

長部門においてその手持件数を管理するとされたことに伴う所要の規定整備（第４

条第１項第３号） 

(２) ２件以上の施工実績を提出する場合に使用する附表の新設（様式第１号） 

２ 高松市電子入札(工事・コンサル)運用基準の一部改正 

(１) 入札書および公募型指名競争入札参加申請書の提出締切日における締切時刻を

原則として次のとおりとするもの（３(１)） 

ア 入札書 午後５時（現行の締切時刻(午後１０時)を繰り上げるもの） 

イ 公募型指名競争入札参加申請書 正午（現行どおり） 

(２) 入札後審査型以外の場合の開札日の設定を次のとおり変更するもの（３(２)） 

入札書提出締切日の翌々日 ⇒ 入札書提出締切日の翌日 

(３) 特定建設工事共同企業体により電子入札する場合の補足事項（１０(３)） 

(４) (１)に伴い，紙入札に移行した場合の入札書の提出締切時刻を午後５時とする

もの（１１(３)ア(イ)） 

(５) 紙入札に移行した場合の手続を詳細に定めるもの（１１(５)，(６)，(７)） 

３ 高松市一般競争入札および指名競争入札の結果の公表に関する要綱の一部改正 

(１) 指名競争入札における指名業者名の閲覧(入札後開札前に行っていたもの)を廃

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/18989.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/18989.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/18989.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/8186.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/622.html
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止するもの（第２条第１項） 

(２) 電子入札システムによる入札結果の公表を，この要綱による公表として位置付

けるもの（第４条） 

４ 高松市公募型指名競争入札実施マニュアルの一部改正 

(１) 設計図書等は電子入札システム利用による閲覧およびダウンロードで確認する

ことができることとするもの（９(１)） 

(２) Ⅳ３(２)に伴う所要の規定整備（１４） 

５ 高松市公募型指名競争入札実施マニュアル運用基準の一部改正 

(１) 平成２３年度までに上下水道局が発注した下水道事業に係る工事・業務について

は，市長部門においてその手持件数を管理するとされたことに伴う所要の規定整備

（１(８)，２(６)） 

(２) 地方自治法の一部改正によって地方開発事業団制度が廃止されたことに伴うもの

（別表第１） 

６ 定義・基本公告の一部改正 

 (１) Ⅰ１(１)および(３)ならびにⅣ１(１)伴う所要の規定整備 

(２) 設計図書等ならびに提出された質問およびこれに対する回答を記載した書面は，

いずれも電子入札システム利用による閲覧およびダウンロードができることとする

もの 

７ 高松市指名停止等措置要綱の一部改正 

(１) 現行の暴力団関係者に係る４項目の措置要件に該当する者と下請契約等を締結す

る等その者を利用していた場合において，市が当該下請契約等を解除する等その者

を利用しないように求めたにもかかわらず，これに従わなかったときは，１月以上

６月以内の指名停止の措置要件とするもの 

(２) 契約約款の契約解除要件において「密接な関係」の語が「社会的に非難されるべ

き関係」に改められたことに伴い，これと同様の整備をするもの 

８ 高松市発注の建設工事等に対する不当要求行為排除対策要綱の一部改正 

現行の「高松市発注の建設工事等に対する不当要求行為排除対策要綱」にⅢ１による

契約解除の制度とⅣ７による改正後の指名停止制度を盛り込み，題名を「高松市発注

の建設工事等の契約に係る暴力団等排除措置要綱」に改めるもの 

 

Ⅴ その他 

地域建設業経営強化融資制度に係る高松市発注工事請負代金債権の譲渡の承諾事務の取

扱い延長について 

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/18989.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/18989.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/17753.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/622.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/622.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/17472.html
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/17472.html

